
令和４年度医学部の臨時定員について

令和２年度

○ 厚生労働省及び文部科学省は、地域の医師不足を解消するため、平成３１年度までに大学に認可されている医学部の臨時
定員に関し、「都道府県の医師修学資金の貸与を受け、卒後、都道府県内で医師として就業する意思を有する学生を別枠で選
抜する地域枠」に限り、最大２年間（令和２年度・３年度）の臨時定員の措置を延長する方針

➡ 厚生労働省は、令和４年度も令和２・３年度と同様の方法（別枠・県医師修学資金）で臨時定員を設定する方針を示した（Ｒ２．８．３１）

【山形大学医学部医学科の場合（Ｈ３１年度まで）】
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１ 臨時定員は全て削減する。
２ 本来の定員（恒久定員）の中に「山形県定着枠」を設定する（県内出身１０名・県外出身５名）

臨時定員削減
（▲15）

【削減理由】
①将来、医師過剰時代が到来

②県医師修学資金の貸与を受
けると、へき地勤務が義務
付けられるため、専門医を
養成する上で制約となる。

※Ｒ２.２議会で条例改正

令和３年度
１ 臨時定員を地域枠として８名分設定する（県内出身者８名）
２ 当該８名分の枠は県医師修学資金の貸与を必須とする別枠の定員枠とする。

臨時定員復活（＋８）
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・医師少数県からの脱却を図るため、引き続き、地域枠による臨時定員の設定と更なる
拡大に向け、山形大学医学部と調整を進めていく。

（厚生労働省から本県の臨時定員を地域枠として設定する場合の上限数は「１１」と示されている。）

対応方針（案）
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